
江の川下流森林計画区

国有林の地域別の森林計画書(案)

〔 変 更 〕

自 平成２２年 ４月 １日
計画期間

至 平成３２年 ３月３１日

（平成２２年１２月 日変更）

近畿中国森林管理局



ま え が き

森 林 法 第 ７ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 樹 立 し た 既 定 計 画 を 、 同 条 の ２ 第 ３

項 の 規 定 に お い て 準 用 す る 第 ５ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 変 更 し

ま す 。

（ 変 更 理 由 ）

地 域 の 実 情 に 基 づ いて 、 林 道 の 開 設 そ の 他 林 産 物 の 搬 出 に 関 す る 事 項 を 変 更 し

ま す 。
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担当者の職名及び氏名並びに樹立に従事した期間

１ 担当者の職名及び氏名

計 画 課 課 長 山 口 輝 文

流域管理指導官 竹 井 正 治

課 長 補 佐 坪 木 直 文

企 画 係 長 髙 井 和 巳

２ 樹立に従事した期間

自 平成22年 4月 1日

至 平成22年12月31日
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7 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項

(2) 開設又は拡張すべき林道の種類別、箇所別の数量等

開設又は拡張すべき林道の種類別、箇所別の数量等については、別表６のとおりです。

別表６ 開設又は拡張すべき林道の種類別、箇所別の数量等

単位： 延長 km、面積 ha、材積 m3

利 用 区 域
開設 種 箇 所 数
・ 材 積

拡張 市町村 路 線 名 及 び 備考
類 面 積

別 延 長 針葉樹 広葉樹

開設 管理 美郷町 曲山林道224林班支線 (1)1.00 180 22,191 1,124

邑南町 畑ヶ迫線 (1)1.15 62 8,813 290

計 (2)2.15 242 31,004 1,414

拡張 基幹 美郷町 都賀行林道(竹山) (1)0.18

小計

管理 江津市 後畑林道支線 (1)0.05

美郷町 泉谷林道(花の谷) (1)0.05

潮谷林道 (1)0.40

小計 (3)0.50

計 (4)0.68

注：１（ ）は箇所数

２ 種類欄の基幹は森林基幹道、管理は森林管理道




